
面会についてのお知らせ
面会の方は以下の注意事項をお守りください

①面会ができるのは入院時に連絡先を確認している家族また
は身元引受の方（ｷｰﾊﾟｰｿﾝ）１名とします。

⑤面会には許可証が必要です。スタッフステーションにお声掛
けください。体温測定も行います。

②面会時間は13時～15時です。1日1回、15分以内でお願いし
ます。

⑥面会時にはマスク（不織布製）の着用と病棟入口での手指
消毒をお願いします。

⑧その他：医師の病状説明、手術、入院で付き添いが必要な
場合や洗濯物の受け取りなどで病院から来院をお願いする
場合があります。その場合も原則として①の方のみでの来
院をお願いします。
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※県内の感染状況により再び面会制限を厳しくすることがあります。

④終末期など特別な状況で主治医の許可がある場合には
複数名の家族の面会ができます（個室であること）

⑦熱、咳などの風邪症状がある方の面会はお断りします。

③面会を行う場所は患者さんの状態に合わせて病室、デイ
ルーム等でお願いします。


